
直
近
の
定
期
健

康
診
断
（
以
下
、

「
一
次
健
康
診
断
」

と
い
い
ま
す
。
）

に
お
い
て
、
脳
血

管
疾
患
及
び
心
臓

疾
患
の
発
生
に
関

連
す
る
項
目
に

「
要
治
療
」
や

「
要
精
密
検
査
」

な
ど
の
異
常
の
所

見
が
認
め
ら
れ
る

場
合
、
二
次
健
康

診
断
等
給
付
を
受

け
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

【
受
給
要
件
四
項
目
】

一
）
一
次
健
康
診
断
の
結
果
、
次

の
す
べ
て
の
検
査
項
目
に
「
異
常

の
所
見
」
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た

こ
と
。

・
血
圧
の
測
定

・
血
中
脂
質
検

査

・
血
糖
検
査

・
Ｂ
Ｍ
Ｉ

（
肥
満
度
）
の
測
定

二
）
脳
や
心
臓
疾
患
の
症
状
を
有

し
て
い
な
い
こ
と

一
次
健
康
診
断
ま
た
は
そ
の
他

で
、
医
師
か
ら
脳
や
心
臓
疾
患
の

症
状
を
有
す
る
と
診
断
さ
れ
た
場

合
、
二
次
健
康
診
断
等
給
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

三
）
労
災
保
険
の
特
別
加
入
者
で

は
な
い
こ
と

二
次
健
康
診
断
等
給
付
は
、
労

災
病
院
及
び
都
道
府
県
労
働
局
長

が
指
定
す
る
病
院
も
し
く
は
診
療

所
（
以
下
「
健
診
給
付
病
院
等
」

と
い
い
ま
す
。
）
で
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

二
次
健
康
診
断
等
給
付
は
、
二

次
健
康
診
断
と
特
定
保
健
指
導
の

二
種
類
が
あ
り
ま
す
。

任
意
で
選
択
す
る
の
で
は
な
く
、

二
次
健
康
診
断
を
受
け
、
そ
の
結

果
を
も
と
に
発
症
予
防
を
図
る
た

め
に
医
師
等
の
面
接
に
よ
る
保
健

指
導
を
受
け
ま
す
。
い
ず
れ
も
受

診
者
の
費
用
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
二
次
健
康
診
断

原
則
と
し
て
、
一
次
健
康
診
断

を
受
診
し
た
日
か
ら
３
か
月
以

内
に
受
診
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
空
腹
時
血
中
脂
質
検
査

や
心
エ
コ
ー
検
査
な
ど
の
検
査

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
特
定
保
健
指
導

二
次
健
康
診
断
一
回
に
つ
き
一

回
、
栄
養
や
運
動
・
生
活
習
慣

に
関
す
る
指
導
を
医
師
ま
た
は

保
健
師
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
二
次
健
康

診
断
の
結
果
、
脳
血
管
疾
患
ま

た
は
心
臓
疾
患
の
症
状
を
有
し

て
い
る
と
診
断
さ
れ
た
場
合
は

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

二
次
健
康
診
断
等
給
付
を
受
け

る
に
は
、
労
災
病
院
及
び
都
道
府

県
労
働
局
長
が
指
定
す
る
病
院
も

し
く
は
診
療
所
で
二
次
健
康
診
断

を
受
診
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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キ
ー
ワ
ー
ド
は

「
異
常
の
所
見
」

給
付
は
２
種
類

今
月
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
以

下
、
労
災
保
険
法
と
記
載
し
ま
す
）
に
基
づ

く
保
険
給
付
の
う
ち
、
二
次
健
康
診
断
等
給

付
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

医
療
機
関
は
限
定

Ｑ パートタイム労働者に関する法律が改正された

と聞きました。いつからどのような内容で施行

されるのでしょうか。

Ａ 今回のパートタイム労働法は、次の4つのポイン

トが改正されることとなりました。

①正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働

者の対象範囲の拡大

無期労働契約を締結していなくても、職務内容が正社

員と同一で人材活用の仕組みが正社員と同一であれば

差別的取扱いが禁止となります。

②短時間労働者の待遇の原則の新設

通常の労働者の待遇との待遇の相違は、職務の内容、

人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理

と認められるものであってはなりません。

③パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による

説明義務の新設

雇い入れ時に、賃金制度、教育訓練や福利厚生施設の

利用の機会などを説明しなければなりません。

④パートタイム労働者からの相談に対応するための事業

主による体制整備の義務の新設

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適

切に対応するために必要な体制を整備しなければなり

ません。

なお施行日は、公布の日（平成２６年４月２３日）か

ら起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とさ

れています。具体的な施行日は、労働政策審議会に諮っ

て決定する予定です。



厚
生
労
働
省
が
作
成
し
て
い
る

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
パ
ー
ト
労
働
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
）
に
、
「
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
均
等
・
均
衡
待
遇
指

標
（
パ
ー
ト
指
標
）
」
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
パ
ー
ト
指
標
は
、
各
事
業

所
が
行
な
う
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
へ
の
雇
用
管
理
改
善
に
向
け
て

取
組
ん
だ
結
果
、
雇
用
管
理
や
通

常
の
労
働
者
と
の
均
等
・
均
衡
待

遇
の
現
状
と
課
題
を
分
析
す
る
こ

と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。

パ
ー
ト
指
標
の
設
問
に
は
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
雇
用
管
理
を

行
な
う
に
あ
た
り
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
法
等
に
基
づ
い
て
次
の
三

つ
の
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
．
事
業
主
が
「
必
ず
実
施
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
取
り
組
み

（
義
務
項
目
）
」

②
．
事
業
主
が
「
実
施
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
取
り

組
み
（
努
力
義
務
項
目
）
」

③
．
事
業
主
が
「
実
施
す
る
こ
と

が
望
ま
れ
る
取
り
組
み
（
法
定

を
上
回
る
取
り
組
み
に
関
す
る

項
目
）
」

各
設
問
に
解
答
す
る
と
、
見
本

一
や
見
本
二
の
よ
う
な
診
断
結
果

シ
ー
ト
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
等
の
定

め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
項

目
が
あ
る
と
、
そ
の
項
目
と
根
拠

と
な
る
法
律
が
表
示
さ
れ
る
た
め
、

改
善
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
自
社
の
得
点
率
と
他
社

の
平
均
得
点
率
が
レ
ー
ダ
ー
チ
ャ
ー

ト
で
表
示
さ
れ
、
自
社
の
取
り
組

み
の
進
ん
で
い
る
分
野
や
課
題
が

あ
る
分
野
を
ひ
と
目
で
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

五
日
～
十
一
日

○
児
童
福
祉
週
間

［
厚
生
労
働
省
・
地
方
自
治
体
］

十
二
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

六
月
一
日

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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今
国
会
に
提
出
さ
れ
た
「
改

正
労
働
者
派
遣
法
案
」
が
可
決

さ
れ
れ
ば
、
全
業
種
で
“
派
遣

の
恒
久
化
”
が
進
む
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
人
（
派

遣
労
働
者
）
は
3
年
で
派
遣
先

を
交
代
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。そ

の
結
果
、
派
遣
労
働
者
・

派
遣
元
・
派
遣
先
の
う
ち
誰
に

と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
な
の
か
、
お

お
よ
そ
検
討
の
つ
く
法
案
で
す
。

（
ぎ
ん
）

五
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-571-8611

〒601-1456
京都市伏見区小栗栖南後藤町6-26-203

編
集
後
記

設
問
は
計
六
十
八
問

現
状
と
課
題
を
分
析

改
善
す
べ
き
点
を
把
握

見本1

見本2


